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令和 3 年 11 月 10 日 

第２４回「ＪＴの森 中津川」をオンラインで開催します 

中津川市では岐阜県と協力し、平成２０年度から日本たばこ産業株式会社

（本社・東京都港区）と「企業との協働による森林づくり」を蛭川地区で実

施しています。今回、ＪＴ社員およびその家族と蛭川地区の森づくり実行委

員会がオンラインで交流します。 

■日時 令和３年１１月１３日（土） ９:３０～１２:３０  

■場所   蛭川公民館蛭子座 

ＪＴの森中津川事業地（植栽地・保育地・里山整備地）※現地から中継 

■参加者 日本たばこ産業㈱グループ社員とその家族 約 160 人(予定)

■当日スケジュール・内容

 9:30～ 開会 

9:50～ 中津川市紹介 

10:00～ JT の森中津川事業地の紹介など（中継） 

11:10～ 杵振り踊りの紹介など 

12:00～ 蛭川地区特産物オンライン販売紹介  

12:30 終了 

・新型コロナウイルス感染防止の観点から、これまでの活動場所や中津川市(蛭川)の紹 

介、杵振り踊りなどについて日本たばこ産業㈱グループ社員とその家族にオンライン 

で紹介します。 

■これまでの活動の概要

・平成 20 年 3 月 21 日に協定を締結。平成 21 年 5 月には植栽事業地（中津川市蛭川字

南洞）でヒトツバタゴ、コナラ、クリなどの広葉樹を植栽。（1.2ha、1,800 本） 

・森林整備活動（春：植栽地での下草刈り、秋：保育地での枝打ち、除間伐など）、森

林教室、自然体験などの地域交流事業を基本として年２回の活動を実施。 

■協定の概要（岐阜県、中津川市、日本たばこ産業株式会社による協定）

・森の名称：「ＪＴの森 中津川」

・所 在 地：中津川市蛭川字南洞、字東山及び字若山地内

・協定面積：20.68ha

（植栽事業地4.29ha、保育事業地7.49ha、里山整備事業地8.90ha） 

・協定期間：平成 20 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

※平成 30 年 3 月 29 日に協定期間を５年間延長しました。 

■その他

・ＪＴの森ウェブサイト http://www.jti.co.jp/csr/forest/index.html


